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中
世
禅
宗
寺
院

越
前
善
応
寺
に
つ
い
て
口

池

正

田

男

三
章
善
応
寺
の
諸
山
位
獲
得

善
応
寺
は
延
徳
元
年
に
諸
山
位
を
得
て
い
る
が
、

『
蔭
涼
軒
目
録
』
に
は
諸
山
位
獲
得
運
動
の
経
緯
が

記
述
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

『
蔭
涼
軒
目
録
』
に
は

延
徳
元
年
十
月
十
九
日

遺
契
庵
主
於
洞
春
院
、
々
々
末
寺
越
前
善
応
寺

甲
利
之
事
、
賜
一
行
、
鹿
苑
可
相
議
定
、
云
々
。

又
東
林
和
尚
南
禅
寺
公
帖
事
、
可
被
相
尋
事
、

両
候
督
之
、
返
答
丁
寧
。

同
二
十
四
日

侍
衣
対
面
、
就
越
前
国
善
応
寺
諸
山
事
、
本
院

洞
春
院
知
育
西
堂
一
行
、
為
鹿
苑
一
覧
渡
之
侍

衣。

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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と
あ
り
、
『
蔭
涼
軒
目
録
』
で
の
寸
善
応
寺
甲
利
之
事
L

(
あ
る
い
は
諸
山
)
の
文
言
の
初
出
で
あ
る
。
し
か

し
内
容
か
ら
す
れ
ば
こ
れ
以
前
、
既
に
話
し
合
い
が

な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
竺
源
知
喬
は
蔭
涼
軒

主
の
亀
泉
集
設
と
は
茶
飲
み
友
達
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
、
日
録
に
頻
出
す
る
。
こ
う
し
た
人
脈
を
通
じ
て

工
作
を
進
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
蔭

涼
軒
と
は
相
国
寺
内
の
鹿
苑
院
内
の
将
軍
の
室
で
あ

り
、
蔭
涼
軒
主
は
将
軍
の
私
用
の
侍
者
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
鹿
苑
院
主
が
僧
録
職
を
任
じ
ら
れ
、
蔭
涼
軒

主
は
将
軍
と
僧
録
と
の
伝
達
披
露
の
役
を
務
め
て
い

た
。
し
か
し
後
年
に
な
る
と
蔭
涼
軒
主
は
蔭
涼
職
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
実
質
的
に
僧
録
の
権
勢
を

凌
ぎ
{
呂
寺
住
持
の
公
帖
の
与
奪
権
を
得
、
さ
ら
に
納

銭
方
を
介
し
て
幕
府
の
公
倉
を
も
管
理
す
る
程
の
力

を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
(
竺
源
に
つ
い
て
は
五

章
「
善
応
寺
に
関
す
る
禅
僧
」
で
再
び
取
り
上
げ
る
。
)

さ
ら
に
『
蔭
涼
軒
目
録
』
に
よ
れ
ば

同
二
十
六
日

斎
罷
遣
契
庵
主
於
洞
春
庵
、
越
前
善
応
寺
諸
山

事
、
白
鹿
苑
、
々
々
領
掌
、
然
者
調
門
中
連
署
可

賜
由
白
之
、
乃
持
連
署
帰
。

同
二
十
七
日

池
田

中
世
禅
宗
寺
院
越
前
善
応
寺
に
つ
い
て
口

又
就
越
前
国
益
口
応
寺
諸
山
之
儀
、
本
院
洞
春
之

連
署
渡
之
鹿
苑
院
、
々
、
王
対
面
、
(
中
略
)
宴
了

詣
鹿
苑
、
持
洞
春
院
連
署
渡
輿
之
院
主
、
(
中
略
)

薄
晩
自
鹿
苑
洞
春
院
連
署
、
副
以
一
行
、
見
贈

之
、
蓋
越
前
善
応
寺
諸
山
之
事
也
。

周
年
十
一
月
三
日

越
前
国
善
応
寺
諸
山
事
、
自
彼
門
中
以
連
署
被

白
鹿
苑
、
々
々
又
賜
一
行
於
愚
、
彼
両
通
渡
奥
堀

河
殿
云
、
曹
洞
宗
出
世
之
在
所
無
之
、
以
故
望

之
也
、
以
御
機
嫌
可
有
御
伺
、
云
々
。
堀
目
、

必
可
供
台
覧
、
五
百
疋
之
折
氏
巾
進
之
、
愚
云
、

此
事
成
就
御
礼
銭
、
三
千
疋
可
有
之
、
然
者
御

祈
祷
万
江
且
御
下
行
司
然
、
云
々
。

同
月
十
二
日

堀
日
、
此
童
百
立
者
重
可
白
、
先
巳
前
奉
之
越
前

善
応
寺
諸
山
列
事
、
可
白
之
、
乃
披
露
、
無
子

細
御
免
之
由
有
御
返
答
、
巳
前
所
進
置
之
洞
春

院
一
行
、
鹿
苑
院
一
行
、
台
覧
之
後
賜
之
、
(
中

略
)
善
応
寺
諸
山
事
御
免
由
有
命
、
又
御
祈
祷

修
機
事
、
両
傍
白
之
、
執
為
其
意
得
、
善
応
事

者
飯
賀
方
江
以
上
一
行
可
白
、
云
々
。
愚
亦
遣

一
行
可
白
、
云
々
。
修
俄
噺
金
、
貼
心
斎
、
調

注
文
可
進
、
云
々
。
及
帰
遣
一
行
於
洞
春
軒
、

命
契
庵
遣
之
、
状
云
。

善
応
寺
諸
山
之
事
今
日
披
露
申
処
無
子
細
御
免

之
由
被
仰
出
侯
即
其
分
鹿
苑
院
江
申
遣
侯
定
可

為
御
祝
著
侯
此
由
可
得
御
意
侯
恐
憧
敬
白

十

一

月

十

二

日

名

判

洞
春
院
侍
衣
禅
師

如
此
書
以
渡
輿
契
庵
主
、
自
鹿
苑
院
賀
州
方
江

被
遣
一
行
、
為
披
見
賜
之
、
一
見
返
之
、
恐
憧

謹
言
、
如
此
見
書
、
愚
云
太
柳
爾
之
儀
也
、
恐
々

可
然
、
自
此
方
奉
行
所
江
遣
状
、
必
恐
々
謹
言
、

如
此
書
也
。

同
月
十
五
日

就
越
前
国
善
応
寺
諸
山
事
遣
一
行
於
飯
尾
加
賀

守
宅
、
契
庵
主
相
副
、
善
応
寺
雑
掌
僧
遣
之
、

木
村
下
田
舎
、
其
息
伝
之
、
賀
州
亦
他
也
、
三

百
疋
折
氏
巾
遣
之
。

こ
の
よ
う
に
益
豆
応
寺
の
諸
山
位
の
獲
得
が
決
ま
り
、

越
前
へ
急
使
が
た
て
ら
れ
た
。

同
月
十
六
日

可
為
諸
山
之
列
状
、
写
草
案
以
契
庵
主
遣
飯
賀

宅
、
返
章
有
之
。
(
中
略
)
越
前
国
善
応
寺
者
、

新
豊
庵
末
寺
也
、
山
号
瑞
聖
山
也
、
此
主
目
立
彼

雑
掌
僧
、
契
庵
主
同
途
而
住
飯
賀
宅
。
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同

月

十

八

百

云

々

。

前

か

ら

の

豊

か

な

財

力

な

く

七

て

は

為

し

得

な

か

っ

鹿

苑

院

侍

衣

持

越

前

国

善

応

寺

御

判

物

一

通

来

。

同

月

三

十

一

日

た

こ

と

で

あ

ろ

う

と

考

え

ら

れ

る

。

越
前
国
今
南
西
郡
瑞
聖
山
善
応
寺
事
、
可
就
越
前
国
善
応
寺
諸
山
之
儀
、
洞
春
院
主
竺
源
ま
た
善
応
寺
に
関
す
る
資
料
の
面
で
は
、
全
体
的

為
諸
山
列
之
状
如
件
。
車
問
西
堂
参
礼
、
三
千
疋
、
杉
原
十
帖
、
調
折
需
に
み
て
諸
山
と
な
る
ま
で
は
少
な
く
、
詳
ら
か
で
は

延
徳
元
年
十
一
月
十
二
日
進
上
之
、
堀
河
殿
披
露
之
、
三
千
疋
事
者
遜
来
な
い
こ
と
が
多
い
。
出
世
僧
は
諸
山
(
官
寺
)
の
公

准

三

宮

御

祈

祷

施

物

、

且

下

行

可

然

由

白

之

、

可

為

其

帖

を

受

け

て

、

始

め

て

西

堂

位

を

得

る

訳

で

あ

り

、

新

豊

庵

分

之

有

命

、

袖

折

需

帰

、

佐

一

源

御

会

所

一

見

之

特

に

著

名

で

な

い

限

り

、

こ

の

地

位

を

得

ず

し

て

玉

上

裏

杉

原

、

如

此

書

。

事

白

琳

公

、

可

ム

叩

有

当

番

同

朋

、

云

々

。

山

僧

と

し

て

の

記

録

や

詩

文

等

が

残

さ

れ

る

訳

が

な

御
判
御
位
暑
ノ
下
清
房
(
中
略
)
京
兆
状
供
台
覧
、
及
帰
斎
洞
春
院
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
善
応
寺
の
諸
山
位
獲
得

御
判
物
一
通
。
主
、
同
秀
、
王
座
、
契
庵
主
、
二
一
汁
十
四
菜
、
麺
、
以
前
の
記
録
が
少
な
い
理
由
と
考
え
ら
れ
、
諸
山
位

同

月

十

九

日

七

果

、

中

二

返

、

茶

了

帰

。

の

獲

得

を

画

期

と

し

て

善

応

寺

に

関

す

る

資

料

は

増

夜
白
則
謁
東
府
、
以
堀
河
殿
白
俄
法
事
、
且
越
(
中
略
)
洞
春
院
主
持
樽
二
荷
、
白
雲
一
盆
、
え
て
く
る
。

前
国
善
応
寺
諸
山
御
判
物
一
通
、
供
台
覧
、
責
柑
一
盆
、
自
善
応
寺
有
千
疋
折
氏
巾
。
四
章
宏
智
派
及
び
善
応
寺
の
外
護
者

〈

中

略

)

召

立

取

出

御

印

善

応

寺

御

判

物

印

之

、

同

月

二

十

八

日

宏

智

派

さ

ら

に

は

善

応

寺

の

壇

越

に

つ

い

て

考

察

以
堀
河
殿
供
台
覧
、
時
汲
古
在
傍
、
普
応
寺
善
応
寺
進
上
之
折
需
裏
、
延
徳
元
年
十
一
月
二
を
加
え
て
み
た
い
。

来
由
委
曲
説
之
伸
昨
日
折
樽
謝
、
丁
寧
也
、
(
中
十
四
日
納
之
、
蔭
涼
判
、
如
此
書
以
渡
折
氏
巾
於
鎌
倉
中
期
、
北
条
貞
時
は
鎌
倉
禅
林
が
臨
済
一
色

略
)
善
応
寺
御
判
一
通
弁
公
帖
書
立
一
橋
、
以
契
庵
主
、
自
鹿
苑
院
御
祈
稽
料
十
九
貫
文
請
取
、
で
あ
る
こ
と
を
憂
い
、
曹
洞
宗
宏
智
派
を
日
本
に
招

李

オ

贈

鹿

苑

院

。

(

下

略

)

能

倫

持

来

。

い

た

。

し

か

し

、

あ

え

な

く

北

条

氏

が

滅

び

た

た

め

就
越
前
国
善
応
寺
諸
山
事
、
使
契
庵
主
遣
一
行
こ
の
よ
う
に
各
所
へ
の
根
回
し
、
こ
れ
に
伴
う
お
ぴ
宏
智
派
は
最
大
の
外
護
者
を
失
い
、
一
頓
挫
し
た
。

於
洞
春
院
、
来
二
十
一
日
早
旦
被
謁
東
相
公
、
た
だ
し
い
贈
り
物
や
謝
礼
金
、
あ
る
い
は
宴
な
ど
に
こ
う
し
た
時
期
、
別
源
は
越
前
で
の
勢
力
を
高
め
よ

可
被
白
御
礼
之
由
白
之
、
白
鹿
苑
院
以
侍
衣
日
、
よ
っ
て
、
諸
山
位
を
獲
得
し
た
も
の
で
あ
り
、
竺
源
う
と
し
て
、
室
町
幕
府
管
領
及
ぴ
越
前
守
護
の
斯
波

善
応
寺
御
判
物
、
以
侍
衣
可
婚
之
哉
、
又
以
平
の
人
脈
を
い
か
し
、
佐
一
源
の
指
揮
下
の
も
と
な
し
得
氏
に
接
近
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
朝
倉
氏

僧
可
贈
哉
、
返
答
云
、
召
彼
雑
掌
僧
可
有
御
渡
、
た
も
の
パ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
背
後
に
は
越
に
も
接
近
し
、
当
時
の
朝
倉
氏
の
勢
力
下
に
あ
っ
た

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



安
居
に
弘
祥
寺
を
創
立
し
た
。
そ
し
て
善
応
寺
を
も
管
領
、
士
仏
法
印
等
也
。
(
下
略
)
さ
ら
に
『
蔭
涼
軒
目
録
』
に

創
立
し
た
。
当
時
の
越
前
南
部
は
斯
波
氏
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
に
玉
岡
は
管
領
斯
波
氏
の
帰
依
を
受
け
、
延
徳
コ
一
年
十
月
二
十
六
日

甲
斐
氏
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
斯
波
氏
の
外
護
に
よ
り
、
善
応
寺
の
拡
充
を
成
し
遂
慶
庵
首
来
、
昨
日
往
洞
春
院
、
々
、
玉
虫
問
竺
源
伝
語

朝

倉

氏

へ

の

遠

慮

が

あ

っ

た

も

の

か

、

史

料

は

善

応

げ

た

も

の

と

も

考

え

ら

れ

る

。

云

、

就

越

前

州

御

動

座

老

僧

進

退

可

任

尊

意

、

寺
の
開
基
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
善
応
寺
は
別
源
が
関
創
し
た
時
以
来
、
別
当
院
大
壇
那
者
二
条
家
也
、
毎
月
白
疏
銘
、
小

別
源
は
北
条
氏
の
滅
亡
後
、
新
た
な
宏
智
派
の
外
源
が
建
仁
寺
内
に
興
し
た
洞
春
庵
の
末
寺
で
あ
っ
た
。
壇
那
者
朝
倉
也
、
難
狭
山
一
所
亦
寄
進
無
之
、
新

護
者
と
な
っ
た
筑
前
の
大
友
氏
や
近
江
の
佐
々
木
氏
し
か
し
善
応
寺
が
諸
山
位
を
得
た
頃
に
は
善
応
寺
は
豊
庵
壇
那
者
飛
鳥
井
家
也
、
毎
月
疏
銘
、
老
僧

に
も
近
づ
い
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
文
芸
活
動
も
含
新
豊
庵
末
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
『
蔭
当
院
住
持
来
十
二
月
期
満
失
、
当
院
末
寺
越
前

め

て

幅

広

い

活

動

を

し

て

い

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

涼

軒

目

録

』

に

含

蔵

寺

以

順

番

老

僧

当

住

持

也

、

於

越

前

門

徒

ま

た

別

源

の

法

嗣

で

あ

る

玉

岡

も

行

動

圏

は

別

源

と

長

禄

二

年

三

月

二

十

一

日

寺

所

々

有

之

、

朝

倉

非

本

願

壇

那

、

一

乱

以

来

ほ
ぼ
同
じ
よ
う
で
あ
り
、
斯
波
氏
に
も
接
近
し
て
い
越
前
回
善
応
寺
不
知
行
事
、
白
鳥
丸
殿
被
白
。
皆
伎
朝
倉
無
為
也
、
縦
難
為
朝
倉
御
敵
含
蔵
寺

た

模

様

で

あ

る

。

玉

岡

の

親

し

い

友

で

あ

る

義

堂

周

同

二

十

六

日

事

者

為

公

界

所

上

者

、

可

為

無

為

乎

、

云

々

。

信
の
い
ほ
華
日
用
工
夫
略
集
」
に
は
(
斯
波
義
将
)
越
前
国
善
応
寺
白
日
野
殿
被
白
也
。
建
仁
寺
真
と
あ
る
。
洞
春
庵
の
大
壇
那
は
二
条
家
で
小
壇
那
は

康
暦
二
年
五
月
三
日
、
赴
管
領
玉
堂
殿
斎
会
、
保
庵
為
本
寺
也
、
是
故
盆
、
段
子
、
杉
原
献
市
朝
倉
氏
で
あ
り
、
新
豊
庵
の
壇
那
は
飛
鳥
井
家
で
あ

〈
中
略
)
津
絶
海
、
金
玉
岡
、
(
中
略
)
被
懸
御
目
也
、
建
仁
寺
以
高
一
一
鹿
奉
加
、
如
一
元
本
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
竺
源
が
新
豊
庵
末
の
含
蔵
寺

八
月
八
日
、
赴
二
条
殿
倭
漢
聯
句
会
、
(
中
略
)
奉
行
飯
尾
左
衛
門
太
夫
、
於
寺
家
可
致
成
敗
之
の
入
院
に
つ
い
て
思
い
悩
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
り
、

洞
春
玉
岡
、
天
龍
器
之
、
准
后
摂
政
(
中
略
)
由
被
仰
出
也
、
即
召
左
衛
門
太
夫
而
命
之
。
こ
の
時
は
入
院
を
果
た
せ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

十
目
玉
岡
将
二
条
准
后
書
来
、
詳
説
、
八
日
和
と
あ
る
。
真
保
庵
と
あ
る
の
は
新
豊
庵
の
誤
記
で
あ
ま
た
朝
倉
氏
は
洞
春
庵
の
小
壇
那
で
あ
り
な
が
ら
一

漢
聯
句
之
会
、
(
中
略
)
ろ
う
。
こ
れ
は
善
応
寺
の
知
行
が
侵
さ
れ
て
い
る
こ
所
の
寄
進
も
し
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
記
述

十
一
月
三
日
、
赴
管
領
招
、
時
会
者
、
永
相
山
、
と
に
関
し
て
、
寺
家
に
処
理
方
を
任
さ
れ
、
善
応
寺
か
ら
見
れ
ば
善
応
寺
が
新
豊
庵
末
と
な
っ
た
お
よ
そ

金
玉
岡
、
将
作
等
也
。
(
中
略
)
は
建
仁
寺
の
新
豊
庵
を
本
寺
に
す
る
こ
と
に
決
し
た
三
十
年
後
に
お
い
て
も
、
朝
倉
氏
は
洞
春
庵
に
対
し

嘉
慶
一
元
年
七
月
二
十
日
、
赴
玉
堂
将
作
新
第
之
と
い
う
。
こ
れ
は
幕
府
方
が
些
細
な
事
ど
も
を
取
り
て
冷
た
い
扱
い
を
し
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
朝
倉
氏

キロ

招
、
会
者
大
清
、
玉
岡
、
独
芳
、
絶
海
、
無
求
、
上
げ
、
収
入
増
を
図
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
洞
春
庵
と
の
聞
で
何
か
対
立
あ
る
い
は
遺
恨
を
残

17 

池
田

中
世
禅
宗
寺
院
越
前
善
応
寺
に
つ
い
て
口
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す
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
越
前
の
宗
主
権
争
い
で
あ
っ
た
。
善
応
寺
が
朝
倉
側
に
つ
く
こ
と
で
実
質
的
な
寺
領
回

竺
源
が
含
蔵
寺
の
入
院
を
果
た
せ
な
か
っ
た
直
後
そ
し
て
前
述
の
よ
う
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
は
朝
倉
氏
で
あ
復
を
選
ん
だ
。

の
原
因
は
、
決
着
し
た
か
に
み
え
た
朝
倉
氏
と
斯
波
っ
た
訳
で
、
当
の
朝
倉
氏
が
洞
春
庵
に
対
し
て
持
つ
三
つ
自
と
し
て
、
新
豊
庵
の
経
営
基
盤
強
化
に
力
を

氏
と
の
越
前
の
宗
主
権
争
い
が
再
燃
し
、
反
幕
府
側
遺
根
と
は
、
長
禄
二
年
当
時
の
朝
倉
氏
対
斯
波
氏
の
貸
す
こ
と
を
条
件
に
し
な
が
ら
、
寺
僧
を
介
し
て
政

に
た
っ
た
朝
倉
氏
と
幕
府
と
の
板
ば
さ
み
に
な
っ
た
対
立
を
反
映
し
た
も
の
で
、
斯
波
氏
そ
の
も
の
に
向
権
に
働
き
か
け
を
行
な
い
。
甲
斐
氏
に
代
わ
っ
て
越

も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
は
解
明
の
手
懸
か
り
は
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
前
守
護
代
職
獲
得
の
運
動
を
朝
倉
氏
が
始
め
た
。
(
こ

得
ら
れ
な
い
。
し
か
し
長
禄
二
年
に
善
応
寺
が
洞
春
状
況
証
拠
の
み
で
恐
れ
入
る
が
、
善
応
寺
の
開
基
れ
は
時
期
的
に
少
し
早
過
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
)

庵
か
ら
新
豊
庵
に
付
さ
れ
た
あ
た
り
を
画
期
と
し
て
、
と
そ
の
後
の
壇
越
を
推
定
す
れ
ば
、
「
善
応
寺
の
開
基
以
上
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

善
応
寺
に
仏
殿
が
建
立
さ
れ
た
り
、
諸
山
位
を
得
た
は
斯
波
氏
で
あ
っ
た
が
、
壇
那
は
長
禄
二
年
に
斯
波
ま
た
、
延
徳
三
年
ま
で
に
越
前
宏
知
日
派
の
拠
点
と

り
し
て
隆
盛
を
増
す
に
至
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
善
応
氏
か
ら
朝
倉
氏
に
と
っ
て
替
わ
っ
た
。
」
と
み
て
い
し
て
、
新
た
に
新
豊
庵
末
の
含
蔵
寺
が
加
わ
っ
た
こ

寺

は

弘

祥

寺

に

比

べ

、

あ

ま

り

顧

み

ら

れ

な

い

状

況

る

。

と

が

わ

か

る

。

そ

し

て

二

年

後

に

は

、

下
に
あ
っ
た
が
、
何
故
に
わ
か
に
脚
光
を
浴
び
る
こ
こ
う
し
た
観
点
に
立
っ
て
、
長
禄
二
年
に
善
応
寺
明
日
町
二
年
七
月
二
十
六
日

と
に
な
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
何
か
取
り
引
き
が
あ
が
洞
春
庵
か
ら
新
豊
庵
に
付
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
茂
叙
、
丹
、
賢
、
桂
、
藤
、
赴
洞
春
院
斎
会
、

っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
結
果
的
に
は
筆
者
の
勝
手
な
推
測
を
御
許
し
頂
く
。
蓋
故
朝
倉
弾
正
左
衛
門
尉
英
林
雄
公
居
士
十
三

す
ん
な
り
朝
倉
氏
の
庇
護
下
に
納
ま
っ
た
こ
と
を
み
一
つ
目
は
、
そ
れ
ま
で
洞
春
庵
末
の
善
応
寺
の
反
朝
年
忌
也
。

れ
ば
、
取
り
引
き
の
相
手
は
朝
倉
氏
で
あ
っ
た
と
み
倉
の
勢
力
を
弱
め
る
こ
と
を
狙
っ
た
。
す
な
わ
ち
洞
と
あ
り
、
洞
春
院
で
も
朝
倉
孝
景
の
斎
会
が
行
な
わ

ら
れ
る
。
ま
た
善
応
寺
の
諸
山
位
獲
得
運
動
で
の
豊
春
庵
は
斯
波
氏
寄
り
で
、
新
豊
庵
は
朝
倉
氏
寄
り
で
れ
た
。
こ
の
頃
に
は
先
に
述
べ
た
斯
波
氏
と
の
宗
主

な
財
力
は
、
着
実
に
在
地
勢
力
を
ま
と
め
て
い
た
朝
は
な
か
っ
向
か
。
こ
れ
は
当
時
、
守
護
斯
波
氏
対
守
権
争
い
の
再
燃
も
決
着
し
、
ま
た
こ
の
頃
ま
で
に
朝

倉
氏
の
庇
護
を
背
景
と
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
よ
護
代
甲
斐
氏
と
朝
倉
氏
の
連
合
の
図
式
が
成
立
し
て
倉
氏
は
甲
斐
氏
を
越
前
か
ら
完
全
に
排
除
し
た
。
そ

っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
佐
一
源
と
朝
倉
氏
と
の
パ
イ
プ
い
た
こ
と
を
根
拠
と
考
え
て
い
る
。
し
て
朝
倉
氏
が
強
力
に
宏
智
派
を
外
護
し
な
が
ら
中

の
太
さ
も
伺
い
知
る
こ
と
が
で
前
る
。
二
つ
目
と
し
て
、
朝
倉
氏
が
越
前
南
部
へ
も
進
出
し
、
央
に
押
し
出
し
た
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
急
速
に
越
前

即
ち
、
こ
の
時
期
、
朝
倉
、
斯
波
、
甲
斐
の
各
氏
国
人
の
北
村
氏
や
真
柄
氏
等
が
朝
倉
氏
の
傘
下
に
入
宏
知
日
派
の
活
動
が
目
立
っ
て
来
て
お
り
、
絶
頂
期
を

は
め
ま
ぐ
る
し
く
パ
ー
ト
ナ
ー
を
変
え
て
は
い
る
が
、
り
、
こ
の
国
人
等
が
反
朝
倉
側
の
善
応
寺
領
を
侵
し
、
迎
え
た
。
そ
の
絶
頂
期
に
あ
っ
て
、
朝
倉
氏
の
一
族
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は
全
て
宏
知
日
派
か
ら
法
名
を
授
け
ら
れ
て
い
た
り
、

朝
倉
氏
一
族
や
家
臣
一
族
か
ら
多
く
の
僧
を
出
し
た

り
し
て
い
る
。
善
応
寺
関
係
の
僧
で
は
、
櫨
雪
は
朝

倉
氏
の
家
臣
で
あ
る
山
崎
河
内
守
の
一
族
で
あ
る
。

ま
た
宏
智
派
で
は
な
い
が
、
月
舟
に
付
き
従
い
『
月

舟
和
尚
語
録
』
の
記
録
者
で
も
あ
っ
た
継
天
も
朝
倉

氏
の
家
臣
の
魚
住
景
宗
の
養
子
で
あ
る
。

こ
う
し
て
宏
智
派
は
絶
頂
期
に
あ
っ
た
が
、
天
正

元
年
の
織
田
信
長
の
越
前
進
攻
に
よ
っ
て
、
朝
倉
氏

が
滅
亡
し
た
。
そ
し
て
朝
倉
氏
に
全
面
的
に
支
援
さ

れ
、
こ
れ
に
応
え
て
来
た
宏
智
派
が
壊
滅
的
に
漬
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
ら
か
な
資
料
が
あ
る
訳
で

は
な
い
が
、
善
応
寺
も
こ
の
時
か
、
こ
の
後
の
一
向

一
撲
の
時
に
致
た
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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『
史
籍
集
覧
』
続
編
第
三
巻
所
収
、

『
蔭
涼
軒
目
録
室
町
禅
林
と
そ
の
周
辺
』
蔭

木
英
雄
著
コ
一
、
執
筆
者
略
伝
」
の
項
の
記

述
に
よ
る
。

五
章
寸
善
応
寺
に
関
わ
る
禅
僧
L

の
「
竺
源

知
奇
」
で
も
述
べ
る
が
『
蔭
涼
軒
目
録
』
に

は
善
応
老
人
と
記
さ
れ
て
お
り
、
善
応
寺
の

出
自
で
善
応
寺
の
実
力
者
と
み
ら
れ
る
。

* 12 

19 

* 13 

洞
春
庵
と
新
豊
庵
は
そ
れ
ぞ
れ
、
別
源
と
玉

岡
の
創
立
に
よ
る
が
、
両
者
は
斯
波
氏
と
朝

倉
氏
(
弘
祥
寺
を
通
し
て
の
関
わ
り
)
の
い
ず

れ
に
も
関
わ
り
合
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

庵
の
創
立
当
時
の
影
響
力
は
特
定
し
得
え
な

ぃ
。
そ
し
て
朝
倉
氏
は
洞
春
庵
の
小
壇
那

あ
る
と
は
い
え
、
斯
波
氏
の
洞
春
庵
に
対
す

る
影
響
力
は
否
定
し
得
え
な
い
の
で
は
な
い

か

。

て

、

多

く

の

徒

弟

を

養

成

し

て

『

朝

倉

の

遺

宝

』

そ

の

は

る

か

以

前

福
井
県
立
朝
倉
氏
遺
跡
資
料
館
編
集
「

2

一
乗
谷
ゆ
か
り
の
公
家
、
僧
侶
た
ち
」
「
禅

と
絵
師
し
の
項
の
記
述
に
よ
る
。
り
、

* 14 
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